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長
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貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
田
中
慶
秋
君
提
出
悪
徳
商
工
ロ
ー
ン
業
者
の
取
締
り
と
中
小
企
業
金
融
機
関
の
抜
本
的
改
革
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
九
日
受
領

答
弁
第
一
一
八
号



衆
議
院
議
員
田
中
慶
秋
君
提
出
悪
徳
商
工
ロ
ー
ン
業
者
の
取
締
り
と
中
小
企
業
金
融
機
関
の
抜
本
的
改
革
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
に
つ
い
て

主
に
事
業
者
向
け
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
貸
金
業
者
（
以
下
「
事
業
者
向
け
貸
金
業
者
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
財
務

局
に
対
す
る
苦
情
件
数
は
、
平
成
十
二
年
が
八
百
十
八
件
、
平
成
十
三
年
が
四
百
八
十
八
件
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
前
の
暦
年

で
の
件
数
は
、
把
握
し
て
い
な
い
が
、
最
初
に
報
告
を
求
め
た
平
成
十
年
七
月
か
ら
平
成
十
一
年
七
月
ま
で
の
十
三
か
月
間

の
件
数
は
五
百
二
十
二
件
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
後
の
平
成
十
一
年
八
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
五
か
月
間
の
件
数
は
六

百
二
十
件
で
あ
る
。

一
の
（
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
自
殺
者
数
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
三
）
に
つ
い
て

登
録
を
受
け
て
い
る
貸
金
業
者
の
う
ち
事
業
者
向
け
貸
金
業
者
の
数
及
び
貸
出
残
高
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り

で
あ
る
。

一



な
お
、
お
尋
ね
の
営
業
利
益
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

一
の
（
四
）
に
つ
い
て

貸
金
業
者
に
対
し
、
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
九
十

五
号
。
以
下
「
出
資
法
」
と
い
う
。
）
違
反
を
理
由
に
行
政
処
分
を
行
っ
た
件
数
は
、
平
成
十
年
度
が
十
六
件
、
平
成
十
一

年
度
が
二
十
件
、
平
成
十
二
年
度
が
三
十
件
、
平
成
十
三
年
度
が
十
八
件
で
あ
る
が
、
平
成
九
年
度
の
件
数
は
、
把
握
し
て

い
な
い
。
ま
た
、
貸
金
業
者
の
出
資
法
違
反
に
よ
る
平
成
十
三
年
に
お
け
る
検
挙
事
件
数
は
八
十
七
件
で
あ
る
が
、
平
成
十

二
年
以
前
の
件
数
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

な
お
、
こ
の
う
ち
事
業
者
向
け
貸
金
業
者
に
限
っ
た
行
政
処
分
件
数
及
び
検
挙
事
件
数
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

利
息
制
限
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
号
）
で
定
め
て
い
る
利
率
を
超
え
る
利
息
に
よ
る
貸
付
け
の
件
数
も
、
把
握
し
て

い
な
い
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
一
年
九
月
に
、
金
融
監
督
庁
が
、
各
財
務
局
に
対
し
て
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法

律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
貸
金
業
規
制
法
」
と
い
う
。
）
の
遵
守
等
に
つ
い
て
貸
金
業
者
を
厳
正
に
指
導
す
る
と
と
も
に
、

二



警
察
等
と
の
連
携
強
化
を
図
る
よ
う
指
示
し
た
。
ま
た
、
全
国
貸
金
業
協
会
連
合
会
に
対
し
て
も
、
同
様
に
貸
金
業
者
を
厳

正
に
指
導
す
る
よ
う
指
導
し
た
。
金
融
監
督
庁
（
現
在
は
、
金
融
庁
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
も
平
成
十
二
年
六
月
に
改
正

さ
れ
た
貸
金
業
規
制
法
の
趣
旨
の
一
層
の
徹
底
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
財
務
局
は
、
違
法
な
行
為
を
行
っ
た
事
業

者
向
け
貸
金
業
者
二
社
に
対
し
、
平
成
十
二
年
一
月
か
ら
同
年
十
一
月
ま
で
の
間
に
、
五
回
に
わ
た
り
貸
金
業
規
制
法
第
三

十
六
条
に
基
づ
き
業
務
停
止
命
令
を
発
出
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
事
業
者
向
け
貸
金
業
者
に
関
す
る
苦
情
件
数
が
減
少
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
対
策
は
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
の
（
一
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
破
た
ん
件
数
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
の
（
二
）
に
つ
い
て

信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
地
方
銀
行
及
び
第
二
地
方
銀
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
及
び
貸
出
残
高
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
四
の

と
お
り
で
あ
る
。

三
の
（
三
）
に
つ
い
て

金
融
機
能
の
安
定
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
号
）
又
は
金
融
機
能
の
早
期
健
全
化
の

三



た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
に
よ
り
資
本
の
増
強
を
受
け
た
銀
行
の
中
小
企
業
向

け
貸
出
残
高
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
五
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
最
初
に
資
本
の
増
強
を
行
っ
た
の
は
、
平
成
十
年
三
月

で
あ
る
が
、
平
成
九
年
度
末
の
当
該
貸
出
残
高
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
検
査
等
を
通
じ
て
金
融
機
関
の
経
営
状
況
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
適
切
な
監
督
を
行
っ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
点
は
大
手
銀
行
で
も
地
域
金
融
機
関
で
も
同
じ
で
あ
る
。
近
年
の
金
融
行
政
が
大
手
銀
行
の

生
き
残
り
を
優
先
さ
せ
、
地
域
の
中
小
企
業
金
融
機
関
を
犠
牲
に
す
る
形
で
進
め
ら
れ
て
き
た
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い

も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
平
成
十
一
年
金
検
第
百
七
十
七
号
金
融
監
督
庁
長
官
決
定
）
に
お
い
て
は
、
金
融
機
関
の
規
模

や
特
性
を
十
分
踏
ま
え
、
そ
の
機
械
的
画
一
的
な
運
用
に
陥
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
旨
繰
り
返
し
明
記
す
る
と

と
も
に
、
特
に
、
地
域
金
融
機
関
の
主
な
取
引
先
で
あ
る
中
小
企
業
、
零
細
企
業
等
に
対
す
る
債
権
に
つ
い
て
、
そ
の
特
殊

性
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
資
産
査
定
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
画
一
的
な
金
融
検
査
を
強
化
し
た
と
の
御

四



指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
貸
金
業
者
の
監
督
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の
強
化
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
「
改
革
先
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
（
平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日
経
済
対
策
閣
僚
会
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
中
小
零
細

企
業
を
含
む
健
全
な
取
引
先
に
対
す
る
資
金
供
給
の
一
層
の
円
滑
化
に
努
め
る
よ
う
、
金
融
機
関
に
対
し
繰
り
返
し
要
請
し

て
い
る
ほ
か
、
「
早
急
に
取
り
組
む
べ
き
デ
フ
レ
対
応
策
」
（
平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
公
表
）
に

お
い
て
も
、
無
担
保
無
保
証
の
融
資
等
、
民
間
金
融
機
関
の
新
た
な
取
組
を
促
進
し
、
民
間
金
融
機
関
か
ら
の
資
金
供
給
の

円
滑
化
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

意
欲
と
能
力
の
あ
る
中
小
企
業
ま
で
が
取
引
金
融
機
関
や
取
引
先
企
業
の
破
た
ん
等
に
伴
い
連
鎖
的
な
倒
産
に
陥
る
よ
う

な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
、
平
成
十
二
年
十
二
月
に
、
政
府
系
中
小
企
業
金
融
機
関
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
貸
付
制
度
を
、
ま
た
、
信
用
保
証
協
会
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
制
度
を
設
け
た
。
こ
れ
ら
の
制
度

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
度
第
一
次
補
正
予
算
に
お
い
て
、
出
資
金
等
を
約
千
四
百
億
円
計
上
す
る
と
と
も
に
、
「
改
革

先
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
や
「
早
急
に
取
り
組
む
べ
き
デ
フ
レ
対
応
策
」
に
の
っ
と
っ
て
、
利
用
可
能
な
中
小
企
業
の
範
囲
の
拡

五



大
等
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
利
用
実
績
は
、
平
成
十
四
年
五
月
末
ま
で
の
間
に
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
け
が

約
五
万
六
千
二
百
件
、
約
一
兆
九
千
二
百
億
円
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
が
約
二
万
七
千
五
百
件
、

約
四
千
七
百
億
円
と
な
っ
て
い
て
、
多
く
の
中
小
企
業
に
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

信
用
保
証
制
度
は
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
等
を
通
じ
て
、
取
引
金
融
機
関
や
取
引
先
企
業
の
破
た
ん
等
に
直
面
し
た

中
小
企
業
に
対
す
る
民
間
金
融
機
関
に
よ
る
資
金
供
給
の
円
滑
化
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
累

次
に
わ
た
り
同
制
度
の
拡
充
を
行
っ
て
き
て
い
る
が
、
今
後
と
も
、
同
制
度
が
一
層
実
効
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
努
力
し
て

ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
中
小
企
業
金
融
を
担
っ
て
い
る
地
域
金
融
機
関
や
貸
金
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
役
割
を
健
全
か
つ
適
切
に
果
た

せ
る
よ
う
、
引
き
続
き
適
切
な
監
督
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

六



七



八


